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資料 食品における 栄養表示の根拠となる 数値の見直しについて 
( 報告書 ) ( 案 ) 

参考資料「 「食品の栄養素強調表示」の 下限 値 に関するコーデ ッ 

クス会議経過 
参考資料 2  NRV 算出 表 

参考資料 3  値の丸め処理に 関する基本的規則 ( 食事摂取基準から ) 
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食品における 栄養表示の根拠となる 数値の見直しに 
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1 検討事項 

(l ) NRV (NutrientReferenceValue) の見直しについて 

平成 1 1 年に策定された 第 6 次改定栄養所要量 ( 以下「栄養所要 
量 」という。 ) については、 その位置づけ、 定義等が全面的に 見直さ 
れ、 新しく食事摂取基準が 策定された ( 平成 1 7 年度から 5 年間適 
用 ) 。 これに伴い、 栄養所要量をもとに 算出し、 食品における 栄養 表 
示 に用いていた NRV (NutrientReferenceValue) の見直しが必要 

となった。 NRV は 、 栄養素の機能を 表示する食品 ( 栄養機能食品 ) 
の規格基準のうち 栄養素含有量の 基準 ( 下限 値 ) 、 栄養表示基準に 基 
づき「栄養素が 含まれている 旨 」及び「多く 含まれている 旨 」の表 
示ができることとされる 場合の栄養素含有量の 基準 ( 下限 値 ) の算 
山根拠とされている。 

見直しに当たっては、 以下の 2 点について検討した。 
①原則として、 N R V の算出根拠としては 従来 R D A 

(RecommendedDietary Ⅲ lowance: 定義については 下の用語集 
を 参照。 以下同じ。 ) を 用いていたが ，今回は三 AR (Estimated 

AverageRequirement) を用いることでよいか。 
②従来は RDA が定められていない 栄養素について AI (Adequate 

Intake) を用いて NRV を算出していたが、 今回三 AR がないも 
のについてはどのように 考えればよいか。 A I をそのまま用いる 
ことができるか。 

(2) 栄養機能食品の 規格基準下限値の 見直しについて 
栄養機能食品の 規格基準 ( 下限 値 ) を NRV の 1/3 としている 

ことでよいか 検討した。 

(3) 栄養機能食品の 規格基準上限値の 見直しについて 
食事摂取基準の 策定に伴い、 UL (TolerableUpperIntakeLevel) 

が見直された 栄養素について、 栄養機能食品の 規格基準 ( 上限 値 ) 
を再計算した。 

(4) その他 
栄養素の利用効率について 等，栄養表示に 関する将来的な 検討課 

題は ついて整理した。 

[ 食事摂取基準に 係る用語について ] 
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OEAR (Estimated ぬ erageRequlrement: 推定平均必要量 ) 

特定の集団を 対象として測定された 必要量から、 性 ・年齢階級別に 

日本人の必要量の 平均値を推定した。 当該性・年齢階級に 属する人々 
の 5 0% が必要量を満たすと 推定される 1 日の摂取量であ る。 
0RDA  (RecommendedDietary 皿 lowance: 推奨 量 ) 

あ る性・年齢階級に 属する人々のほとんど (9 7% ～ 9 8%) がⅠ 

日の必要量を 満たすと推定される 1 日の摂取量であ る。 原則として 
「推定平均必要量 十 標準偏差の 2 倍 (2SD) 」とした。 
0A I (AdequateIntake: 目安 量 ) 
推定平均必要量・ 推奨量を算定するのに 十分な科学的根拠が 得られ 
ない場合に、 あ る性・年齢下級に 属する人々が、 良好な栄養状態を 
維持するのに 十分な量であ る。 
OU 」 ( ℡ lerableUpperIntakeLevel: 上限 量 ) 

あ る性・年齢階級に 属するほとんど 全ての人々が、 過剰摂取による 
健康障害を起こすことのない 栄養素摂取量の 最大限の量であ る。 



2  検討結果について 

(l ) NRV の見直しについて 
① EAR を用いることについて 

栄養所要量に 基づき平成「 2 年に設定した NRV については、 

原則として、 今回の RDA に当たる数値 ( 実測値をもとに 推定 
した必要量に 2SD を加えたもので、 あ る性・年齢階級に 属す 
る 人々のほとんど (9 7% ～ 9 8%) がⅠ日の必要量を 満たす 

と推定される 1 日の摂取量 ) をもとに、 人口比・性比を 考慮し 
て算出していたものであ る。 

これに対し、 食事摂取基準の 活用の考え方においては、 集団 

を対象とする 栄養素摂取量の 評価や栄養計画等を 行う場合、 確 

率論の考え方を 徹底することが 明確にされている。 すな ね ち、 
集団を対象とする 場合は、 RDA ではなく、 あ くまで中央値で 
あ る 日 AR を用いることとされた。 これは、 近年、 摂取量及び 
必要量のばらつきが 大きくなってきたため、 集団に対して、 不 

足 状態にない栄養素を 多めに摂取するよ う 推奨すると過剰摂取 
等にっながるおそれがあ ること等を考慮したものであ る。 

食品の表示は、 個人が食品を 購入する際に 参考とするもので 
あ り、 栄養素の摂取が 不足している 者に対しては ， RDA に基 

づく表示により 情報提供すべきという 議論も成り立ち ぅる 。 し 

かしながら、 表示は食品を 購入する者全体に 対する適切な 情報 
提供でもあ るべきであ り、 欠乏症が多い 時代でほなく 上述のよ 
うに摂取 畳 めばらつきが 拡大している 等の現状を踏まえると、 
三 AR に基づく表示とすべきであ る。 従って、 三 AR が設定さ 
れている栄養素については、 これを人口比・ 性比により加重平 
均し、 NRV とした ( 別紙参照 ) 。 

    三 AF@ が 設定されていない 場合に A I を用いることについて 

EAR 及び RDA は、 特定の集団を 対象として測定された 必 
要量から日本人の 必要量の平均値を 推定したものであ り、 実測 

値 に基づく点でその 科学的根拠は 高いと言える。 しかしながら、 
倫理的な観点から 介入試験が難しい 場合、 栄養素が食品成分表 
に載っていない 場合等、 必要量の測定ができていないものがあ 
り 、 このような栄養素については、 健康な ( 不足していない ) 
人の集団の摂取量調査を 行い、 摂取量の分布の 中央値を A I と 

して設定している。 これは、 不足していない 人の摂取量であ る 
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食品は、 食事において 栄養素の重要な 供給源 (a significant 
sourceofthenut 「 ient) であ るべきであ る (7. 2) 」とされて 

いるところであ る。 また、 今般、 ビタミン・ミネラルの サ プリ 

メントの規格として、 コザック ス におけるビタミン・ミネラ 
ルフードサ ブリメ ントのガイドライン 案 (DRAAFT 
GUIDELINES  FOR VLT ㎜ IN  佃 D  MINER 虹 FOOD 
SUPPLEMENTS(AtStep8oftheProcedure)) において，少 
なくとも NRV の 1 5% を含んでいるものでなければならない 

こととされている (3. 2)0 
これらを踏まえ、 下限値の考え 方を検討したところ、 ビタミ 

ン・ミネラルフードサプリメントのガイドライン 案の水準であ 
る NRV の 1 5% を採用する案も 出された。 しかし、 これは 同 

時に含む旨の 表示ができる 場合の下限値でもあ るところ、 機能 
表示をするのであ れば、 単に含む旨の 表示ができる 食品と同レ 
ベルの含有量ではなく、 上述コーデック ス のガイドラインでも 

示されているよ う にあ る程度高い含有量を 設定すべきであ ると 

の意見もあ り、 多く含む旨の 表示ができる 食品の栄養素含有量 
と 合わせることとし、 NRV の 30% とすることが 適当であ る。 

(1 ) に よ り設定した N 穴 V に基づき、 栄養素の機能を 表示 
する食品 ( 栄養機能食品 ) の規格基準のうち 栄養素含有量の 基 

準 ( 下限 値 ) 、 栄養表示基準に 基づき「栄養素が 含まれている 旨 」 

及び「多く含まれている 旨 」の表示ができることとされる 場合 
の栄養素含有量の 基準 ( 下限 値 ) を設定した ( 別紙 ) 。 

(3) 栄養機能食品の 規格基準上限値の 見直しについて 
上限値の算出方法については、 従来から栄養所要量の U 」や国民 

栄養調査等の 摂取量調査，医薬部外品等の 最大分量等を 参考に設定 
してきたところであ り、 今回もこの設定方法を 踏襲することとする。 
従って、 食事摂取基準の 策定に伴い UL が見直された 個別の栄養素 

( 銅及びナイアシン ) についてのみ 検討した。 
①銅について 

UL が gmg から「 0mg へと見直されたことに 伴い、 以下の 
とおり再計算した。 
( 従前 ) 

U L (gmg) 一 摂取量に関する 報告の最大値 (3. 6m9 、 文 

6
 



献 報告 ) 与 5mg 

( 見直し後 ) 
U 」 ( 「 Omg) 一 摂取量に関する 報告の最大値 (3. 6m9 、 

文献報告 ) 吉旦 田ヱ 

②ナイアシンについて 
従前は U 」が設定されていなかったため ， 単回 投与の許容上限 

摂取量に基づき 定めていたが、 今般、 UL が設定されたため 以下 
の とおり再計算した。 

UL (30Omg) 一 栄養摂取量 ( 「 4. 8m9) ノ 医薬部外品 

の最大分量 ( 旦 二 % 且 ) 

(4) その他 
①栄養素の利用効率等について 

NRV 等の検討に当たっては、 同一の栄養素であ っても 塩や誘 
導体等の違いによって、 活性や吸収といったいわゆる 利用効率が 
異なる場合があ る。 これらについては、 国際的な動向等を 踏まえ 

今後も検討していくこととする。 
② NRV の日本語名称について 

NRV の日本語名称としては、 食品の表示に 用いる基準値であ 
ることから、 「栄養素等表示基準値」が 適当であ る。 
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